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日本の温室効果ガス排出量の推移 

 
資料：環境省 

 

１ 20１０（平成２２）年度温室効果ガス排出量について 

（１）わが国の温室効果ガス排出量の推移 

日本全体の 2010（平成２２）年度の温室効果ガス排出量は，約 12億 5千 8百万 t-CO

２であり，基準年よりやや減少しているものの，2009（平成２１）年度と比べ，約４％

増加している。 

2009年度と比べて，排出量が増えた理由として，国は，2008年度後半の金融危機に

よる景気後退からの回復の中で，製造業等の活動量の増加に伴い産業部門からの排出

量が増えたこと，猛暑厳冬により電力消費が増加したことなどを挙げている。 

2011年度の福島原子力発電所の事故後，各地で原子力発電所の運転停止が続いてお

り，今後，温室効果ガス排出量の増加は避けられない状況にある。 

なお，国は，近く，温室効果ガスを 2020年度までに 1990年度比で 25％削減する従

来の目標をゼロベースで見直すこととしている。 

 

 

 

（２）高松市における温室効果ガス排出量の推移 

   高松市の 2010（平成２２）年度の温室効果ガス排出量は，約 2 百 49 万 t-CO２であ

り，基準年と比べ約８％，2009（平成２１）年度と比べ，約４％減少している。 

大型店舗の立地などにより，基準年から 2001年度までは，排出量は増加傾向にあっ

たが，その後は，景気後退や原子力発電所の高稼働により電力の排出原単位が改善し

たこと等から，排出量は減少傾向にある。 

しかしながら，伊方原子力発電所の停止の影響を受け，今後，温室効果ガス排出量

の増加は避けられない状況にある。 
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※ 基準年は，二酸化炭素（ＣＯ２），メタンおよび一酸化二窒素については 1990（平成２）年，代替フロン等については 1995（平成７）年とする。 

※ 増減率＝（2010 年値-基準年値）/基準年値 

温室効果ガス排出量および世帯，一人当たり排出量の推移 

 

温室効果ガス排出量の経年変化 

 

なお，電力の排出原単位の改善がなく，基準年の排出係数（0.41）と仮定した場合

の 2010（平成２２）年度の排出量は，基準年とほぼ同じとなり，高松市の温室効果ガ

ス排出量は電力事情に大きく左右される状況にある。 

また，国が，近く，新たな地球温暖化対策計画を策定する予定であり，今後の国の

動向を十分に注視し，必要に応じ，温室効果ガスの削減目標を含む，実行計画の修正

や見直しを行う予定である。 

 

 

 

 

 
        参考：基準年の排出係数（0.41）を用いた場合       

           ※2010年度の排出係数は 0.326 
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（ｔ-CO2） 

温室効果ガス排出量 
世帯当たり（総排出量/世帯数） 
一人当たり（総排出量/人口） 

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(H2) (H7) (H12) (H17) (H18) (H19) (H20) (H21) (H22)

産業 製造業 599,087 599,087 519,000 481,623 294,177 265,695 305,971 225,462 250,944 262,547 -56%

部門 農林水産業 79,962 79,962 74,351 54,914 56,720 54,373 56,219 51,869 56,407 48,848 -39%

建設･鉱業 82,268 82,268 68,141 73,212 53,747 50,399 47,530 44,020 42,488 39,750 -52%

小　計 761,317 761,317 661,492 609,749 404,644 370,467 409,720 321,351 349,839 351,145 -54%

民生 家庭 413,569 413,569 378,329 557,811 529,939 520,627 544,424 474,290 508,246 513,266 24%

部門 業務 607,759 607,759 596,098 814,822 815,450 778,161 777,017 697,927 710,085 612,818 1%

小　計 1,021,328 1,021,328 974,427 1,372,633 1,345,389 1,298,788 1,321,441 1,172,217 1,218,331 1,126,084 10%

運輸 旅客 285,274 285,274 366,084 434,696 412,927 410,249 409,956 408,624 413,290 377,512 32%

部門 貨物 357,511 357,511 388,007 376,291 408,303 415,378 407,369 372,874 367,770 384,206 7%

鉄道 5,381 5,381 4,404 5,728 5,698 5,670 6,086 5,404 5,643 5,323 -1%

船舶 166,147 166,147 129,827 132,888 141,005 131,575 134,049 122,609 121,111 132,935 -20%

小　計 814,313 814,313 888,322 949,603 967,933 962,872 957,460 909,511 907,814 899,976 11%

廃棄物(焼却） 32,715 32,715 65,424 86,065 72,357 53,781 53,311 55,619 69,099 67,639 107%

二酸化炭素排出量 2,629,673 2,629,673 2,589,665 3,018,050 2,790,323 2,685,908 2,741,932 2,458,698 2,545,083 2,444,844 -7%

メタン 31,270 31,270 27,929 23,336 20,009 20,681 20,720 20,644 20,188 20,954 -33%

一酸化二窒素 48,139 48,139 36,773 32,175 27,302 29,953 30,546 30,280 28,245 20,381 -58%

代替フロン等 HFC 5,079 - 5,079 5,498 5,768 5,795 5,799 5,780 5,795 3,970 -22%

温室効果ガス排出量 2,714,161 2,709,082 2,659,446 3,079,059 2,843,402 2,742,337 2,798,997 2,515,402 2,599,311 2,490,149 -8%

基準年 増減率※

自動車

  2010H22） 増減率 

温室効果ガス排出量（ｔーｃｏ2） 2,716,437 0％ 

単位：ｔ-ＣＯ２ 
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ＣＯ２排出量の部門別内訳 

ＣＯ２の部門別排出量の推移 

 

部門別ＣＯ２排出量の推移（基準年を 100 とした時の推移） 

 

2,444,844ｔ-CO2 
2010 年 

 

（３）高松市における部門別排出量 

ア 総論 

 二酸化炭素排出量は民生部門（家庭・業務）４６％，運輸部門が３７％を占めており，

これらの排出抑制に重点的に取り組む必要がある。 
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部門名 各部門の対象 

産業部門 農林水産業，建設・鉱業，製造業（主に第一次産業，第二次産業） 

民生家庭部門 戸建住宅，集合住宅（一般家庭） 

民生業務部門 事務所，百貨店，スーパー，その他小売業，宿泊施設，病院，学校など（主に第三次産業） 

運輸部門 自動車，船舶，鉄道（交通機関） 

廃棄物部門 廃棄物の焼却 
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ＣＯ２排出量の推移 

 

エネルギー種別ＣＯ２排出量の推移 

 

 

  イ 部門別排出量の推移 

   ・産業部門 

産業部門からのＣＯ２排出量は，約 35万 1千ｔ－ＣＯ２であり，基準年と比べ約５

４％減少しているが，2009（平成２１）年度と比べれば微増している。 

 

    

 

・民生家庭部門 

民生家庭部門からのＣＯ２排出量は，約 51万 3千ｔ－ＣＯ２であり，基準年と比べ

約２４％，2009（平成２１）年度と比べ約１％増加している。 
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ＣＯ２排出量の推移 

 

・民生業務部門 

民生業務部門からのＣＯ２排出量は，約 61万 3千ｔ－ＣＯ２であり，基準年と比べ

約１％増加しているが，2009（平成２１）年度と比べ約１４％減少している。 

 

   

 

   ・運輸部門 

運輸部門からのＣＯ２排出量は，約 90万ｔ－ＣＯ２であり，基準年と比べ約１１％

増加しているが，2009（平成２１）年度と比べ約１％減少している。 
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エネルギー種別ＣＯ２排出量の推移 
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２ 進行管理指標における 2012（平成２４）年度実績等について 

 

基本 

施策 
指標 

計画策定時 

2009（H21） 

年度 

管理指標値 目標 

2020（H32）

年度 

評価 

（達成率） 
評価および今後の取組 

2011（H23） 

年度 

2012（H24） 

年度 

再生可能

エネルギ

ーの利用

促進 

住宅用太陽光発電システム設

置件数（市補助件数） 

 １，６７５件 

（累計） 

３，５５６件 

（累計） 

４，７６１件 

（累計） 

６，５００件 

（累計） 

A 

（２３５％） 

再生可能エネルギーの利用が注目され，申請件数

が予定以上に増加している。今後とも，太陽光発電

の普及啓発とともに補助制度の周知に努める。 

太
陽
光
発
電
事
業
等
の
本
市
の
取
り
組
み 

（新規） 

市有施設への太陽光

発電導入数 

１２件 

(累計) 

４６件 

（累計） 

５０件 

（累計） 

９３件 

（累計） 

A 

（１７２％） 

市有施設の建設・改修時は，理由がない限り，原

則，太陽光発電を設置することとしており，設置数

が増えている。今後も引き続き設置に努める。 

（新規） 

固定価格買取制度を

活用して売電している

市有施設等の数 

― ― 
１件 

（累計） 

３３件 

（累計） 

― 

（―） 

２４年７月に固定価格買取制度ができ，今後は，市

有施設に太陽光発電を設置する際には，できるだ

け，固定価格買取制度を活用することとしている。な

お，制度を活用した市有地等を民間発電事業者に

貸出す事業を２５年度から開始している。 

（新規） 

市有施設における売

電量 

（MWｈ＝1.000ｋWh） 

 １，８８３

MWh 

（年間） 

２，５８６ 

MWｈ 

（年間） 

２，５２７ 

MWｈ 

（年間） 

３，２０７ 

MWｈ 

（年間） 

A 

（１７８％） 

現在売電している箇所は４箇所である。今後，太陽

光発電の設置については，できるだけ固定価格買

取制度を活用し，売電量（箇所）を増やす方針であ

る。 

（廃止） 

事業所用太陽光発電システム設

置件数（市補助件数） 

５件 

（累計） 

２９件 

（累計） 

１２９件 

（累計） 

１９５件 

（累計） 

A 

（２３９％） 

申請件数が，２４年度は急激に増加している。ただ

し，固定価格買取制度の開始に伴い，定められた

売電単価で十分インセンティブがあるため，当該補

助制度は，平成２４年１０月３１日までの補助金交付

予約申請書の受理をもって，廃止している。 

太陽熱利用システム 設置件数

（市補助件数） 

４件 

（累計） 

１６件 

（累計） 

２３件 

（累計） 

１３０件 

（累計） 

B 

（５５％） 

太陽光発電システムに比べ，固定価格買取制度の

ような強いインセンティブがないため，申請件数が

増加はしているものの伸び悩んでいる。今後，多様

な媒体を活用して，一層の周知・啓発を図り普及に

努める。 

下水汚泥消化ガス利用量 
５３２，５００ 

㎥／年 

５４４，５１０ 

㎥／年 

５３５，３８７ 

㎥／年 

６４５，５００ 

㎥／年 

C 

（９％） 

消化槽加温用ボイラーおよび冷暖房の燃料として

順調に利用できているが，必要利用量が減少して

いるため，利用量は減少傾向である。２７年度から

は，この未利用ガスを利用して，発電を開始する予

定であるため，大幅な利用増が見込める。 
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基本 

施策 
指標 

計画策定時 

2009（H21） 

年度 

管理指標値 目標 

2020（H32）

年度 

評価 

（達成率） 
評価および今後の取組 

2011（H23） 

年度 

2012（H24） 

年度 

環境負荷

の少ない

ライフスタ

イル・事業

活動の定

着促進 

家庭の高効率給湯器の設置率 ― １９．６％ ２２．０％ ６０％ 
B 

（６６％） 

省エネ機器のメリットなどが徐々に市民の意識に浸

透してきており，利用が増加傾向にある。今後もさら

に，「ストップ！地球温暖化展」などでの効果的なＰ

Ｒや地球温暖化防止センターと連携を図り省エネ診

断を実施するなど，さらなる普及啓発に努める。 

次世代自動車の導入率 １．２％ ２．４％ ３．２％ ３０％ 
C 

（２５％） 

次世代自動車のうち，ハイブリッド車が普及してきて

いるものの，走行中の CO2 の排出がゼロである電

気自動車の普及が進んでいない。今後，イベントや

各種媒体をとおして，次世代自動車の普及啓発を

進める。 

 

（新規） 

公用車における電気自

動車導入数 

０台 

（累計） 

０台 

（累計） 

２台 

（累計） 

３４台 

（累計） 

C 

（２２％） 

電気自動車については，公用車への電気自動車を

率先導入し，普及啓発に役立てている。２４年度に

初めて２台導入したところであり，２５年度には新た

に４台を導入する。 

（新規） 

急速充電器設置数 

０基 

（累計） 

２基 

（累計） 

４基 

（累計） 

２４基 

（累計） 

B 

（６１％） 

電気自動車の普及には，充電インフラの整備が不

可欠である。２５年度には，市内の道の駅３か所に

本市自ら設置する予定であり，民間事業者等にも設

置を働きかける。 

コンパクト

で低炭素

な都市の

実現 

公共交通利用者数 
５７，１７８ 

人／日 

５５，５６８ 

人／日 

５７，０６２ 

人／日 

６４，２００ 

人／日 

D 

(－６％） 

１５歳～６４歳の人口が減少する中，利用者数はほ

ぼ横ばいである。今後，公共交通利用促進条例の

制定により，公共交通利用に対する市民意識の醸

成を図るとともに，公共交通機関の利便性向上を図

る。また，将来的には LRT や BRT の新たな交通シ

ステムの導入による利便性の向上も検討する。 

（廃止） 

パーク・アンド・ライド 駐車台数 

１，０４４台 

（2009.2 時

点）  

― ― １，７８０台 ― 

データの元となる調査（香川県実施）が，２２年度か

ら実施されず，実績が記載できないため廃止する

が，来年度から，新たな指標を検討・設定し，今後と

も，パーク・アンド・ライドを推進し，公共交通の利用

促進を図る。 

レンタサイクル利用者数 
３０７，１１３ 

人／年 

３３２，５１０ 

人／年 

３４３，７４４ 

人／年 

４５０，０００ 

人／年 

B 

（９４％） 

時間内の複数回利用を可能とする，IC タグやＩruCa

カード等を活用した新システムの導入等により，利

用者数の増加に繋がっている。収支バランスにも配

慮しながら，利用拡大の取組みを継続する。 
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基本 

施策 
指標 

計画策定時 

2009（H21） 

年度 

管理指標値 目標 

2020（H32）

年度 

評価 

（達成率） 
評価および今後の取組 

2011（H23） 

年度 

2012（H24） 

年度 

循環型社

会の構築 

ごみの排出量 
１５４，０８０ 

ｔ／年 

１５２，３４２ 

ｔ／年 

１５０，２６７ 

ｔ／年 

１４７，０００ 

ｔ／年 

A 

（１９７％） 

目標達成に向けて順調に進んでいる。今後も，市

民・事業者に対し，ごみ分別，減量意識のさらなる

向上のため，啓発等を中心とした取組みを積極的

に推進するとともに，多量排出事業者に対しては，

引き続き，減量等計画書の提出を求める。また，事

業所のごみ減量・資源化に伴う実証実験を行い，更

なるごみの減量方策を検討する。 

ごみのリサイクル率 ２１．２％ ２０．７％ ２０．４％ ２６．０％ 
D 

（-６１％） 

紙・布の減少やスーパー等大型店舗での店頭回収

が多くなったことや，新聞紙・雑誌等の販売部数の

減少などにより，ごみのリサイクル率は低下してい

る。今後，南部クリーンセンターのスラグの資源化

の取組や，スーパー等大型店舗での店頭回収の把

握および事業系一般廃棄物のモデル事業の実施に

よる紙ごみのリサイクルの推進を図る。 

 

  【新たな評価基準】 

評価： A 達成率 100％以上  B 達成率 50％以上～100％未満  C 達成率 0％以上 50％未満  D 達成率 0％未満（ﾏｲﾅｽ） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【達成率算出方法】 

（H24年度実績値 － H21年度計画策定時の値） 

                                              ×100 

（H32年度目標値 － H21年度計画策定時の値）÷１１（計画年数）×３（経過年数）  
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３ 平成２４年度の取組状況について 

（１）再生可能エネルギーの利用促進 

ア 太陽エネルギーの利用促進 

主な取組 取組状況 

太陽光発電システ

ム設置費の補助 

 

 

  H15～H23 年度 H24 年度 累計 

補助件数(件） 3,556 1,205 4,761 

総最大出力（kW） 14447.77 5677.81 20125.58 

※CO2削減効果：2,754t-CO2 

 

 （平成 24年 11 月以降は廃止） 

  H20～H23 年度 H24 年度 累計 

補助件数(件） 29  100 129 

総最大出力（kW） 844.63 5070.10 5914.73 

 ※CO2削減効果：2,459t-CO2 

太陽熱利用システ

ム設置費の補助 

 

 

  H21～H23 年度 H24 年度 累計 

補助件数(件） 16  7 23 
 

市有施設への太陽

光発電システムの

設置 

 

 

  ～H23 年度 H24 年度 累計 

設置施設数 46  4 50 

総最大出力（kW） 485.44 40 525.44 

（平成２４年度設置施設） 

  香南支所・コミュニティセンター 

  牟礼支所・コミュニティセンター 

  高松国分寺ホール 

  紫雲中学校 

 ※CO2削減効果：19t-CO2 

市有施設における

売電 

 

 

廃棄物発電：西部クリーンセンター，南部クリーンセンター

太陽光発電：下笠居コミュニティセンター，旧環境プラザ 

 

住宅用 

住宅用 

事業所用 

市有施設 

実施施設 
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イ その他の再生可能エネルギーの利用促進 

主な取組 取組状況 

下水汚泥消化ガス

の有効利用 

下水処理場において，下水汚泥の処理過程で発生する消化ガス

を，消化槽の加温や場内事務所等の冷暖房用ボイラー燃料とし

て 535,387㎥利用した。なお，２７年度から未利用のガスを利

用して，発電を実施する予定である。 

廃棄物焼却に伴う

余熱の利用と発電 

南部・西部クリーンセンターにおいて，廃棄物を焼却する際に

発生する余熱エネルギーを場内の給湯や，隣接する健康増進温

浴施設（ループしおのえ・かわなべスポーツセンター）などに

熱源装置用熱として利用した。 

 南部・西部クリーンセンターにおいて，廃棄物を焼却する際に

発生する熱エネルギーで発電した電力（総発電電力量約

25,300MWh：南部約 18,300MWh・西部約 7,000MWh）を所内で使

用するほか，余剰電力を売却した。 

バイオマスの有効

活用 

今年度行った間伐については作業道が無く，有効利用には至ら

なかった。 

マイクロ（小規模）

水力発電システム

設置の検討 

 

御殿場浄水場での奥の池からの導水による発電については，水

量の関係で不可となった。 

２６年度に浅野浄水場にマイクロ（小規模）水力発電システム

の設置を予定しており，その検討を行った。 
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（２）環境負荷の少ないライフスタイル・事業活動の定着促進 

ア 省エネ行動の促進 

主な取組 取組状況 

ＣＯ２の見える化

の促進 

ワットモニターを，市民や市民団体に貸し出しを行った。 

省エネの推進 夏に電力不足が懸念されることから，市民へ節電協力を求める

ため，節電キャンペーン「たかまつ節電チャレンジ１５」を行

った。 

応募数 １５５件 

事業所の環境マネ

ジメントシステム

の普及促進 

本市は，自治体イニシアチブ・プログラムに参加したほか，６

月に市民ホールで開催した環境展において，エコアクション２

１について紹介したパネルを展示し，チラシを配布した。 

市役所の率先行動

の推進 

「高松市役所における環境行動率先実行計画」と「ＩＳＯ14001

環境マネジメントシステム」を集約・一元化した「エコシティ

たかまつ環境マネジメントシステム」の取組みを進めた。 

 市有施設の新築時にＬＥＤ照明器具などの省エネ機器を積極的

に採用するとともに，国分寺文化ホールなどに雨水貯留槽を設

置し，散水に利用した。 

 ６月に開催した「環境展」で使用する電気（300kW）をグリーン

電力で賄うとともに，発行されたグリーン電力証書を掲示する

ことにより，意識啓発を図った。 

 ※CO2削減効果：146kg-CO2 

 建築物についてエネルギーの効率的利用のための措置を的確に

実施するため，建築主等または特定建築物の所有者に対する，

建築物の設計，施工および維持保全に係る事項について，必要

な指導，助言，周知を行った。 

○省エネ措置の届出件数 126件 
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イ エネルギーの効率的な利用の促進 

主な取組 取組状況 

省エネルギー機器

の普及促進 

１２月に開催した「ストップ！地球温暖化展」において，ＬＥ

Ｄ照明など，省エネ機器に関するパネルを展示するとともに，

市民等に省エネ診断を実施し，省エネ機器の必要性を周知した。 

建築物の省エネル

ギー化の促進 

太陽光発電・太陽熱利用システム設置費補助制度を紹介するな

ど，省エネ設備の普及促進に努めた。 

市有施設の省エネ

改修 

サンクリスタル高松等の市有施設の空調や浅野浄水場の照明設

備の省エネ機器への更新を図るなど，施設の省エネ化について

率先的に取り組んだ。 
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ウ 環境負荷の少ない自動車の利用促進 

主な取組 取組状況 

環境性能に優れた

次世代自動車の普

及拡大 

環境に負荷の少ない電気自動車を公用車として２台購入し,車

体ラッピングをして市内を走らせることで電気自動車の普及啓

発を図った。 

また,環境展で展示・紹介することで市民に電気自動車への理解

を深めてもらった。 

公用車において，新たに低公害車として低燃費かつ低排出ガス

車を１７台，ごみ収集車においては２台導入した。 

エコドライブの普

及啓発 

市ホームページにアイドリングストップの啓発文を載せるとと

もに，大規模小売店舗立地法の届出審査時には，啓発看板等の

設置について確認・指導を行った。 

 １２月に開催した「ストップ！地球温暖化展」において，アイ

ドリングストップ等，エコドライブに関するパネルを展示する

とともに，チラシを配布した。 

 

エ 地産地消の促進 

主な取組 取組状況 

地産地消の促進 高松ブランド農産物育成支援として，情報発信や展示・即売・

試食会等の開催，生産振興対策を実施した。 

また，学校給食において，地場産物を活用する割合は，食材数

ベースで 28.7％であった。 

 県産間伐材を利用して，牟礼源氏生活環境保全林内において丸

太橋の修繕や荒廃地の整備を行った。 

また，牟礼支所・コミュニティセンターのアプローチの腰壁に

庵治石を採用するとともに，塩江町バスターミナル公衆便所の

柱・梁に県産桧を採用した。 
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オ 関心喚起・意識啓発 

主な取組 取組状況 

環境教育・環境学

習の推進 

小学校 22校，中学校 11校の 161人の児童・生徒が参加した「子

ども環境学習交流会」において，各学校の環境学習の取組発表

などにより，環境に対する認識を一層高めた。 

  小学校社会科副読本「きれいな高松に」を活用し，小学校４年

生で「くらしとごみ」を中心テーマに，本市におけるごみ処理

の仕組みなど，環境学習を実施した。 

  小・中学生を対象とした環境保全ポスターコンクールを開催し

た結果，491 点の応募があった。入賞作品は高松市環境白書に

掲載するとともに，機会を捉えて展示した。 

  子どもたちが地域において，自主的な環境学習や実践活動を行

う「こどもエコクラブ」の登録受付を行うとともに，クラブの

活動等を紹介した「壁新聞」を募集した。25年 3月 31 日現在，

２つのクラブの登録がある。 

  生涯学習センター，コミュニティセンター等における環境学習

講座や環境保全推進課分室における環境ワークショップのほ

か，女性教室で環境問題をテーマとした講座を計 264回開催し，

延べ 6,553人が参加した。 

また，環境学習支援事業や自然観察体験事業を計 40回開催し，

延べ 2,056人の参加があった。 

南部クリーンセンターにおいては，親子リサイクル工作会や施

設見学会等を計 14回開催し，延べ 3,436人の参加があったほか，

西部クリーンセンターについても，延べ 1,293 人の見学者があ

った。 

  遊休農地を活用したこども農園事業に助成した。（6,302㎡） 

環境イベントの実

施 

「ＣＯ２ライトダウンキャンペーン」期間中の 6月 21日（夏至）

および７月７日（クールアース・デー）の 20時から 22 時の間，

３施設において，ライトダウンを実施した。 

  ６月に「環境展」，12月に「ストップ！地球温暖化展」を開催

し，環境保全活動の普及啓発や身近にできる地球温暖化対策の

周知啓発を行った。 

人材の育成 環境活動団体等が実施する環境学習活動メニューのなかで人材

育成に努めるとともに，環境美化活動等を実施する際に清掃用

具の貸出しやゴミの回収等の支援を行った。 

市民実践組織への

支援等 

地球温暖化対策に取り組む市民活動団体を支援するため，４団

体に補助金を交付した。 
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（３）コンパクトで低炭素な都市の実現 

ア 集約型都市構造への転換 

主な取組 取組状況 

土地利用規制の強

化・見直し 

環境に配慮した，コンパクトで持続可能なまちづくりを目指す

ため，集約拠点に都市機能を誘導するための施策等を含め，本

市の目指すべき都市構造を具現化する「多核連携型コンパク

ト・エコシティ推進計画」を平成２５年２月に策定した。 

また，香川・香南町地域において自然・田園環境と調和の取れ

た適切な土地利用規制の検討を行った。 

 

イ 公共交通の利用促進 

主な取組 取組状況 

総合都市交通計画

の推進 

総合都市交通計画の各種施策を推進した。 

 ・公共交通利用促進条例制定準備 

 ・カーフリーデー高松開催 

 ・総合都市交通計画推進協議会開催 

 ・パーソントリップ調査実施 

パーク・アンド・

ライド駐車場の運

営 

自家用車から公共交通機関への利用転換を促進するため，琴電

空港通り駅に整備したパーク・アンド・ライド駐車場を，通勤・

通学する市民の利用に供し，交通の混雑緩和および環境への負

荷を軽減した。 

契約率は 75％であった。（1 箇所：駐車可能数 109台） 

バス路線網の再

編・維持 

バス路線の維持・確保に要する運行費補助金を準生活交通バス

路線９路線とネットワークバス路線１路線に交付するととも

に，バス事業者に対して路線の再編を働きかけた。 

コミュニティバス

等の適切な運行 

コミュニティバス等７路線へ運行費補助金を交付した。 

カーフリーデー高

松の実施 

市民に車のない都市環境を体験してもらい，公共交通の利用や

マイカー使用の見直しに関する意識を高めるための啓発事業と

して，９月 17日に「第５回カーフリーデー高松」を開催した。 

 参加者数 約 26,000人 
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ウ 自転車利用環境の整備 

主な取組 取組状況 

自転車等駐車場整

備の推進 

自転車の駐車需要が著しい地域において，事業者が行う自転車

等駐車場の整備および管理運営事業にかかる経費の一部を補助

した。（整備補助１箇所兵庫町商店街５０台，運営補助７箇所

常磐町商店街ほか３３３台） 

自転車走行空間の

確保 

五番町西宝線の自転車道の整備事業を効果検証した。 

レンタサイクルの

充実 

レンタサイクルの，年間利用者は 343,744 人であった。市内７

箇所のレンタサイクルポートのうち，利用率が低い南部駐車場

ポートを廃止し，丸亀町ポートを新設した。 

 

エ ヒートアイランド対策・緑化の推進 

主な取組 取組状況 

屋上緑化・壁面緑

化の助成 

補助申請がなかった。 

緑のカーテンの促

進 

住宅や事業者等における緑のカーテンの取組を募集し，その報

告から優秀なものを表彰するとともに，市の広報紙やホームペ

ージで紹介した。家庭部門は 51 件，学校・保育所部門は 21件，

事業所部門は 26件，公共施設部門は 12件の応募があった。 

  88 の市有施設で，緑のカーテンを実施した。（設置面積合計：

3,720 ㎡） 

公園・学校施設の

芝生化の推進 

塩上町三丁目公園，三軒屋公園，屋島小学校，東植田小学校に

おいて，計 3,885㎡を芝生化した。 

街路等の緑化 街路枯損木の高木 27本を撤去した。 

 民有地における緑化を推進するため，３件の生垣設置事業に対

し，助成を行った。 
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オ 農地・森林の保全 

主な取組 取組状況 

農地の有効利用の

促進 

遊休農地を市民農園として有効活用するため，１箇所の市民農

園の整備，３箇所の市民農園の推進指導事務に助成を行った。

（市民農園総数３３箇所） 

  中山間地域等の農地生産条件不利地において，適切な農業生産

活動が継続的に行われるよう，集落で農地の管理方法や役割分

担を取り決めた「協定」を締結し，耕作放棄の発生防止，農業

の多面的機能の確保を図る目的で，協定に基づく農業生産活動

を実施する集落等に対し，補助金を交付した。事業取組農用地

面積は 373haであり，66集落と協定を締結している。 

 市内の農振農用地内で 25 の活動組織が実施した農地や水路等

の農業施設を守っていく活動や，13 の活動組織が実施した水

路・農道等の補修・更新の事業活動を支援した。 

間伐などによる健

全な森林づくりの

促進 

市街地近郊の整備・保全可能な 11箇所の里山について，市民活

動団体の設立や活動を支援した。 

市有林や財産区有林の 16.85ha を間伐するなど，森林整備を実

施するとともに，５団体が協働の森づくり事業（13.6ha）を実

施した。 

 森林所有者が行う造林事業に対し，補助を行うとともに，森林

所有者と分収契約を締結している森林については，本市が造林

事業を実施した。 

 特に重要な松林を特定し，特別防除（空中散布），樹幹注入お

よび伐倒駆除などの防除事業を実施し，松くい虫の被害を防止

した。 
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（４）循環型社会の構築 

ア 家庭系ごみの減量・資源化の促進 

主な取組 取組状況 

家庭系ごみの分別 ごみの分別については,「ごみ相談コーナー」での問い合せや,

分別ができていない排出者に対する指導など,ごみ分別の徹底

を図った。 

環境展や出前講座に加え，園児や小学生への環境啓発活動とし

て環境学習を行い，ポイ捨てごみの回収や分別を行った。                  

また，広報紙やホームページにより，ごみ分別の啓発を図った。 

家庭系ごみの減

量・資源化 

生ごみ堆肥化容器および生ごみ処理機を購入した市民に対し，

経費の一部を助成した。 

 

 

  H元～H23 年度 H24 年度 累計 

補助台数(基） 27,261  221  27,482  

 

 

  H10～H23 年度 H24 年度 累計 

補助台数(基） 6,046  86  6,132 
 

 廃食油収集ステーションの設置および廃食油の収集については

消費者団体連絡協議会，市内 20 地区のコミュニティ協議会に委

託し，旧環境プラザおよび市内 23箇所のコミュニティセンター

において 7,011ℓの廃食油を収集した。 

レジ袋の削減推進 「レジ袋等の削減に関する協定」を締結している事業者・市民

団体・市の３者で，レジ袋等の使用量削減に向けて協働して取

り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生ごみ堆肥化容器 

生ごみ処理機 
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イ 事業系ごみの減量・資源化の促進 

主な取組 取組状況 

事業系ごみの分別 事業系ごみの展開検査を７回実施し，収集運搬を行う許可業者

車両 19台を検査するなど，適正処理を指導することで，施設搬

入不適物の搬入阻止を図った。 

事業系ごみの減

量・資源化 

ごみの減量・資源化および温室効果ガスの排出抑制に積極的に

取り組む市内の事業者または店舗を，「地球にやさしいオフィ

ス」または「地球にやさしい店」として登録し，ごみ排出量等

の削減を図った。 

○地球にやさしいオフィス 132 事業所 

○地球にやさしい店 140店舗 

 事業の用に供する延べ面積が 3,000 ㎡以上の建築物の所有者，

占有者または管理者に対し，一般廃棄物の減量・資源化に関す

る「事業系一般廃棄物減量等計画書」等の提出を求め，事業系

一般廃棄物の減量・資源化を一層推進した。24年度に提出のあ

った事業者は，266 事業者であった。 

 市内において産業廃棄物を年間 1,000 トン以上または特別管理

産業廃棄物を年間 50 トン以上排出する事業者は計画を策定す

るとともに，その実施状況を報告することが義務付けられてい

る。 

 ○産業廃棄物 計画 54業者，報告 62 業者 

 ○特別管理  計画 10業者，報告 10 業者 

 国分寺枝葉リサイクルセンターにおいて，盆栽業者および家庭

から持ち込まれる剪定枝を堆肥化し，堆肥 677袋（７㎏/袋）を

販売した。 

 特定の建設資材について，分別解体等の届出書の提出ならびに

パトロール等において啓発，指導をすることにより，再生資源

の十分な利用や廃棄物の減量化の促進を図った。                          

○分別解体等の届出件数 1,163 件 

下水・し尿汚泥の

活用 

下水処理場やし尿処理場から発生する脱水汚泥，計 12,760トン

をセメントの原料として有効活用した。 

 


